
4 
 

 案件の復活 
発注者の監督職員はシステムの利用期間内であれば、完了後に案件復活が可能です。 
 
【条件】 
・「完了」の案件 
「案件一覧」で「案件状況」が「完了」と表示されています。 
  
 
・ログイン者が発注者の監督職員 
 
 
 
 
 
 
 
① 「その他」のプルダウンメニューより［案件管理］をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発注機関の監督職員でログイン
します。 

コンボボックスで「トップペー
ジ」を選択した状態で［案件管

理］をクリックします。 
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②「案件一覧」画面が表示されますので、復活させたい案件名称をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

案件名称をクリックします。 
案件状況が「完了」状態である

ことを確認します。 
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③「案件情報詳細」画面が表示されますので、［案件情報］タブをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※トップページのコンボボックスで該当案件を選択した状態で［案件管理］をクリックした場合は、そ
のまま「案件情報詳細」画面に移動します。 
 
④［案件復活］ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤以下のメッセージが表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
※案件復活後、システムの利用を終了する場合は、必ず「（1）案件完了の操作」を行ってください。 


